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ア
メ
ワ
ノ
カ
特
別
償
却
史
研
究

-

J
践
泊
中
経
済
と
特
別
償
却
の
生
成

lll
品

寺

貞

男

7

J

P
責
特
別
償
却
史
の
研
究
に
つ
い
て

法
よ
の
特
別
償
却

一
般
に
主
カ
年
償
却

(
P、
。
〕
古
島
ト
E
R
E
-
c
E〉
又
は
六
十
カ
月
償
却
ハ

g
B。
D
F
P
E。
耳
目
白
見
。
る
と
い
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
税

ロ
a
H
P。
る
ほ
ど
、
合
計
事
者
の
み
な
b
ず
他
の
分
野
白
論
者
に
よ
っ
て
探
上
げ
ら
れ
、
論

(
〉

E
日
E
伊
丹

E
ロ

議
が
集
中
し
た
問
題
は
あ
ま
り
他
に
例
が
左
い
よ
う
て
あ
る
。
し
か
も
こ
れ

b
の
論
議
に
お
hv

て
、
合
計
墜
者
の
問
題
の
採
上
げ
か
た

が
、
概
し
て
簡
単
な
一
般
的
解
説
以
上
に
出
な
い
か
或
加
は
形
式
的
な
、
現
賢
か
ら
は
在
れ
た
、
あ
ま
り
に
も
曾
計
理
論
に
ひ
き
づ
ら
れ

た
傾
向
を
し
め
し
て
い
る
の
に
較
べ
て
、
合
計
塵
以
外

ω分
野
か

b
己

ω問
題
に
接
近
し
た
人
々
が
、
常
に
閣
民
経
済
全
叫
阻
む
動
き
の

中
て
特
別
償
却
を
と

b
ぇ

τい
る
こ
と
は
、
充
分
に
一
許
慣
し
て
い
い
こ
と
で
あ
る
。
特
に
後
者
に
扇
す
る
一
人
が
研
究
の
結
論
と
し
て

「
念
遮
特
別
償
却
計
重
の
充
全
な
評
債
は
、

計
萱
を
主
れ
だ
け
切
り
は
な
し
た
部
国
て
考
察
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
ゼ
は
な
く
、
計
重
が
作
用
す
る
一
般
的
欣
況
に

τ
b
し
て
は
じ
め

で
た
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
一
般
に
認
識
さ
れ
ね
ば
た
b
な
い
L

と。

次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
こ
と
か

b
、
わ
れ
わ
れ
む
研
気
も
反
省
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ア
メ

p
ヵ
特
別
償
却
史
研
控

策
士
十
宍
を

一
一
第
五
蹴

七



ア
メ
リ
カ
特
別
償
却
良
府
究

第
七
十
六
巻

第
一
止
按

i¥. 

勿
論
彼
等
が
こ
白
よ
う
な
方
法
論
に
立
っ
て
研
究
士
す
す
め

τは
い
る
け
れ
ど
も
、
モ
の
研
究
成
果
は
わ
れ
わ
れ
を
充
分
満
足
さ
せ

る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
プ
片
ジ
ョ
ア
的
限
具
の
壁
に
つ
き
あ
た
り
、
重
要
た
鮎
に
至
る
と
問
題
を
回
避
し
て
H
る
こ
と
は
見
逃

せ
た
い
が
、
平
面
的
技
術
的
左
曾
計
皐
的
接
近
法
に
わ
ざ
わ
い
さ
れ
て
h
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
と
れ
ら
の
研
究
か
ら
教
え
を
う
け

る
と
と
ろ
は
た
い
へ
ん
大
き
い
の
で
あ
る
。

本
稿
は
南
北
敵
手
か
p
p
朝
鮮
職
手
ま
ぞ
の
7
メ
E
カ
特
別
償
却
史
の
研
努
を
目
ざ
し
亡
い
る
の
、
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
テ

1
7
を
展

開
ナ
る
に
あ
た
わ

J

、
ア
メ
リ

J

カ
に
お
け
る
研
究
成
町
内
を
吸
牧
し
、
そ
れ
を
批
判
的
K
検
討
し
な
が
ら
、
以
下
の
叙
述
て
は
、
つ
ぎ
の
三

黙
に
と
く
に
留
意
し
た
い
。

第
一
に
、
研
努
封
象
た
る
特
別
償
却
は
、
戦
時
に
お
い
て
私
的
設
備
投
資
(
司
自
己
0
5
4
2
H
E
E
C
を
促
進
さ
せ
る
減
税
措
置
的
刺

戟

(
H
E
F
n
E
5
2
)
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
税
法
上
白
名
稀
の
如
何
を
間
わ
ず
、
こ
白
よ
う
な
性
格
、
機
能
を
も
っ

て
い
る
も
り
を
す
べ

τ特
別
償
却
に
位
指
す
る
こ
と
。

知
二
に
、
職
宰
経
済
を
契
機
と
し
て
、
特
別
償
却
が
初
期
の
形
態
か

b
現
在
採
用
さ
れ
て
い
る
形
態
に
登
展
す
る
忙
つ
れ
て
モ
白
脅

計
方
法
、
し
た
が
っ
て
舎
計
理
論
的
性
格
が
か
わ
っ
て
?
き
て
い
る
が
、
己
れ
ら
舎
計
方
法
、
合
計
理
論
的
性
格
の
同
盟
化
は
各
展
開
期
に

お
け
る
特
別
償
却
の
目
的

l
特
別
償
却
政
策
(
計
笠
〕
の
相
具
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
己
と
。
即
ち
特
別
償
却
政
策
に
あ
た
え

ら
れ
た
任
務
白
援
化
が
具
瞳
的
合
計
手
続
ゐ
よ
び
合
計
率
的
性
格
を
規
定
し
て
き
た
ζ

と。

第
=
一
に
、
特
別
償
却
は
そ
れ
ら
白
経
佐
賀
践
を
媒
介
と
し
て
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
強
展
段
階
及
び
要
求
と
ど
の
よ
う
に
む
す
び
ワ

い
て
か
む
問
題
、
即
ち
特
別
償
却
が
ま
す
ま
す
猫
占
企
業
の
資
本
蓄
積
に
奉
仕
す
る
機
能
を
後
揮
し
て
き
た
現
質
的
過
程
の
分
析
に
重

黙
を
治
く
こ
と
。



紋
上
白
硯
賠
か
ら
ア
メ
リ
カ
特
別
償
却
史

ω
時
代
直
分
を
す
れ
ば
次
白
よ
う
て
あ
る
。
し
た
が
っ
て
叙
述
白
順
序
も
乙
の
エ
う
な
展

開
期
に
モ
つ

τす
す
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

引
南
北
戦
争
時
の
特
典
的
滅
債
償
却

ゆ
第
一
一
女
大
散
時
の
特
別
償
却

制
朝
鮮
戦
争
時
の
特
別
償
却

例
第
一
次
大
戦
時
の
特
別
償
却
(
以
上
本
競
)

(1) 

巴

切

切

4
2
E
B件。
m
D
v
s
s
b
E
P
与え町、丸一問、
λ
遺言、
N

宮
、
志
也
、
宮
町
内
、
コ
N
M
A
Q
b

町
同
E
定
吉
岡
お
E
a
h
S
3
F
2
4
。
町
内
言
。
旦
回
目
ωSEm-
冨晶、

い
む
臼
]
「
司
句
日
恥

南
北
戟
争
と
特
別
償
却

特
別
償
却
が
ア
メ
リ
カ
ゼ
何
時
最
初
に
出
現
し
た
か
に
つ
い
て
の
7
メ
リ
カ
の
遁
説
的
見
解
は
、
こ
れ
を
第
一
次
大
戦
に
置
い
て
円

る
。
遁
説
的
見
解
を
代
表
す
る
と
思
わ
れ
る
べ
イ
ト
ン
編
『
舎
計
士
ハ
ン

F
プ
ッ
グ
』
に
は
、
特
別
償
却
の
最
一
初
の
採
用
は
第
一
次
大
職

て
あ
り
、
懐
い
て
第
三
次
大
敢
に
お
い
て
再
び
採
上
げ
b
れ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
特
別
償
却
史
忙
論
及
し
た
フ
ォ
ー
ル
ズ
、
シ
ュ
レ

イ
7
7
1
:ハ
F

1

、
ハ
ン
ト
、
グ
ッ
ド
お
よ
び
ポ

l
下
ナ

1
等
白
論
者
は
、
第
一
衣
大
践
の
特
別
償
却
か
ら
説
明
を
始
め
る
か
、
ま
た

は
モ
れ
以
前
の
こ
と
に
つ
い
て
は
な
に
ご
と
も
燭
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
遁
説
的
た
見
解
が
、
特
別
償
却
の
現
寅
に
展
開
す
る
契

機
を
滴
占
資
本
段
階
の
帝
園
主
義
職
手
に
治
い

τい
る
こ
と
は
営
然
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
劃
す
る
の
は
正
賞
た
見
解
を
否
定
し
古
る
結

果
に
た
る
が
、
私
は
特
別
償
却
前
史
又
は
特
別
償
却
以
前
と
も
呼
び
う
る
段
階
ま
で
考
察
の
範
囲
を
ひ
ろ
め
る
試
み
を
し
た
い
と
思
う
。

て
は
モ
れ
を
何
時
ま
で
遡
り
何
庭
に
見
出
す
か
の
問
題
て
あ
る
が
、
減
債
償
却
計
算
が
ま
だ
企
業
合
計
と
し
て

1
i特
に
税
務
損
盆

計
算
k
h
d

い
て

1
lま
だ
一
般
化
し
て
い
左
い
一
八
六

0
年
代
即
ち
十
九
世
紀
中
葉
に
お
W

て
、
あ
る
特
定
目
的
に
奉
仕
す
る
た
め

ア
メ
リ
カ
特
別
償
却
且
研
史

第
七
十
六
巻

一

停
五
盟

プb



ア

メ

刃

刃

特

別

償

却

史

研

究

第

五

盟

問

。

に
、
減
債
償
却
費
が
特
典
的
に
損
金
控
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
考
察
の
出
謹
黙
を
あ
く
の
で
あ
る
。
即
ち
特
典
的
減
債
償
却
が
一
八
六

=
一
年
四
南
部
連
邦
所
得
税
に
あ
っ
た
こ
と
か

b
、
こ
れ
を
特
別
償
却
の
前
芽
形
態
叉
は
特
別
償
却
政
策
思
想
の
源
流
と
よ
ぴ
、
己
白
時

代
ま
で
考
察
の
範
園
を
ひ
ろ
げ
て
特
別
償
却
史
を
構
成
す
る
つ
も
り
で
い
る
。

そ
こ
で
私
白
積
極
的
見
解
の
論
擦
と
な
る
第
一
次
資
料
と
し

τ、
南
部
蓮
邦
の
所
得
税
法
の
閥
係
保
項
を
要
約
し
て
み
る
と
、
以
下

第
七
十
六
巻

四

の
よ
う
て
あ
る
。

家
屋
以
外
白
不
動
産
所
得
か
ら
は
、
賃
貸
料
の
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
、
家
屋
の
場
合
に
は
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
の
金
額
が
、
そ

れ
ぞ
れ
必
要
左
修
繕
費
と
し
て
認
め
ら
れ
、
ま
た
製
造
業
鋪
山
業
て
は
、
年
生
産
物
心
細
償
格
(
収
益
)
か

b
、
勢
賃
、
材
料
費
、
賃
借

料
等
が
控
除
さ
れ
、
海
運
業
の
場
合
に
は
、
舶
積
商
品
の
運
賃
牧
入
を
含
む
締
牧
盆
か
ら
、
運
航
費
会
よ
び
船
舶

(
Z
E
E
ぐ
自
己
)

の
磨
損
に
つ
い
て
の
主
営
な
控
除

(
Z
E
。
E
Z
o
巳
Z
Z‘
ロ
自
問
。
門
司
便
局
自
白
押

E
4
)
1
iた
だ
し
こ
れ
は
自
己
所
有
白
舶
舶
に
か
ぎ

り
他
人
所
有
白
場
合
に
は
賃
借
料
ー
ー
が
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
こ
の
俊
文
広
詳
細
に
同
を
通
す
と
、
か
か
る
舶
舶
の
減
債
償
却
の
計

算
方
法
は
、
毎
年
原
債
の
一

O
固ハ

1
セ
ン
ト
て
あ
る
こ
と
が
解
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
だ
け
の
資
料
て
は
、
定
額
法
に
よ
る
物
質
的
減
債
の
控
除
計
算
が
南
部
連
邦
に
お
い
て
認
め

b
れ
た
と
H
う
こ

・・・』
.
.
 ‘.‘ ••.•. 

酒

田

.

.

.

 

、、

と
し
か
判
明
吐
ず
、
せ
い
刊
ぜ
い
減
債
償
却
を
税
法
上
世
界
最
初
に
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
障
し
か
つ
か
な
い
(
こ
の
上
う
な
私
自

解
樺
は
英
米
法
系
の
諸
問
主
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
或
い
は
大
陸
法
系
の
諸
園
の
所
得
税
制
を

L
b
べ
る
と
具
っ
た
結
論
が
出
る
か
も

L
れ
な
い
)
。

し
た
が
っ
て
こ
の
ま
ま
て
は
、
私
の
積
極
的
見
解
て
あ
右
特
典
的
減
債
償
却
と
い
う
内
容
は
わ
か
b
ず
、
ま
し
て
干
潟
占
段
階
の
特
別

償
却
と
の
閥
蓮
性
は
一
片
も
見
出
す
己
と
は
出
来
な
い
。
こ
れ
を
特
別
償
却

ω
萌
芽
形
態
と
規
定
す
る
に
は
、
さ

b
に
比
較
制
史
酌
考

察
を
経
℃
、
私
の
論
議
を
補
強
す
る
必
要
一
か
あ
る
。



ま
づ
、
常
時
産
業
革
命
を
経
験
し
、
は
左
ぽ
な
し
く
産
業
資
本
が
登
展
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
所
得
税
法
て
は
、
減
債
償
却
が
ど
う
取
扱

わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
の
問
い
か

b
入
い
っ
て
み
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い

τ、
「
今
日
み
b
れ
る
ご
と
き
所
得
税
法
が
、
は
じ
め
て

施
行
さ
れ
た
一
八
凶
二
年
か

b
一
八
七
八
年
に
沿
い
て
、
設
傭
叉
は
機
械
に
ワ
い
て
さ
え
減
債
償
却
の
性
質
を
お
び
た
己
と
は
認
b
め

れ
乙
、
一
八
七
八
年
闘
税
及
び
内
因
歳
入
法
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
減
債
償
却
の
公
認

zh。
ま
た
す
で
に
産
業
資
本
期
に
足
を
踏

み
入
れ
て
い
た
北
部
ア
メ
リ
カ
は
、
戦
時
税
と
し
て
一
八
六
一
一
年
よ
り
所
得
税
を
課
し
は
じ
め
て
い
た
が
、
一
八
六
四
年
所
得
税
第
一

一
七
僚
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
同
様
修
繕
費
控
除
の
段
階
に
止
っ
て
お
り
、
ま
だ
減
債
償
却
は
問
題
に
た
づ
て
い
左
か
っ
た
。
即
ち
「
経

常
的
修
繕

(
g
o
p
H
2
2
P
E
H可
吋

3
E
g
)
に
封
し
支
耕
わ
れ
た
償
額

1
l先
行
す
る
五
年
聞
に
貫
際
に
支
捕
わ
れ
た
平
均
額
を
己

ιな
h
V
I
I
Iは
控
除
し
う
る
。
し
か
し
不
動
産
ま
た
は
資
産
D
健
値
主
増
加
さ
せ
る
と
こ
る
の
新
建
築
、
永
久
的
改
良
に
封
し
支
抑
わ

れ
た
償
額
は
控
除
し
え
な
同
」
と
υ

決
に
長
い
間
の
所
得
税
空
白
期
を
経
て
一
八
九
四
年
に
提
案
さ
れ
た
所
得
税
法
案

1
iブ
ル
ジ
ョ

ア
f
l
の
反
封
運
動
が
成
功
し
貫
施
さ
れ
な
か
っ
た
ー
ー
で
は
、
す
べ
て
の
見
積
b
れ
る
減
償
守
口

o
m
E
E
E
G
E
品

8
B
E
E吉
田
弘

司ヒロ
O
〕
は
、
資
産
が
貰
却
さ
れ
て
損
失
が
貫
現
す
る
ま
て
控
除
さ
れ
在
い
己
と
に
な
っ
て
お
り
、
減
債
償
却
の
税
法
上
て
の
充
分
た

認
識
が
な
さ
れ
た
の
は
、
一
九

O
九
年
に
怠
っ
て
法
人
所
得
税
が
曾
計
消
費
税
と
し
て
開
閉
さ
れ
は
じ
め
た
時
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

-
内山「Q

U
 

恒)(会)

』

R
E潟、
s
b
-
何
回
W
泌
氏

r
F
日

E
邑
-
H
u
u
r
E
'
s
d〈
〉

-i伊
丹
。
回
・
司
耳
目

E
F
D・・

1
F
h員
き
民
言
、
里
山
¥
同
司
令

M
3
2
b
t
E
Z
2
」す
b
も
2
h
a
n
E
S
旨
E
自
民
自
由

F
f
H
a
q・
HC印

F
H
V
E臼・

∞σ
口
問
自
白
包
囲
同
〉
・
ヨ

R
K
P
N
n
2
2
H
W
F
E
]
]唱
匂
中
宮
古
関
同
庁

E
F
出

γ

b
晶
、
hhNGE話

5
K町、

i
z
s
n
U
3
2・
〉

n
E
5
5自
国

2
、

口。
p-HCωF
【
》
凹
凸
∞

宮戸山

P
D

・-占、
dszhhhHAbミ
ミ
ミ

hFhuHCE--)]MN

拙
稿
、
英
国
税
務
官
計
に
お
け
る
械
債
償
却
の
生
成
曜
立
過
程
付
、
経
評
論
叢
、
昭
和
三
O
、
五
月
説
、
二
八
頁
H
下
参
照
。

ア

J
λ
p
カ
特
別
償
却
且
研
究

第
七
十
六
巻

固

五

揮
五
腕



ア
メ

y
カ
特
別
償
却
史
研
究

第
七
十
六
巻

コ
一
六

第
五
鏡

四

出
。
日
2
出
口
同
め
凶
白
川
、
刊
号
〉
r
e
h豆、耳鳴
NRM町
同
時
弓
富
良
弘
5
N
h
q
F
b
F
H
H
N
H
r
g
Q古
島

問
5
0
日
目
。
]
】
問
E
E
N
P
A
r
-
-
v
t
u
・
同
同
区
己
呂
、

NNr叫に
"-v
∞日
4

・

H

b昼
、
道
札
同
号
、
法
皇
同
R号、
R
F
H
)
'
H
C
F
H
C叶・

1
h
b号、ミ
bNhbAWNNR
同
Rも
、
ふ
℃
白
川
)
口
Rn山
崎

3
E
I
同
ロ
YFP自
L
F丸
、
司
叫
品
目
ご
白
日
ロ
沖
、

開

F

E
仏

Z
E
E
H

戸
b
A
T
B
S
s
L
Z
P
司
法
∞

同
刷
芦
品
w
p
c
u
H
}
R
E毛
市
号

}
W
R
Z
A
¥
h
v合意
R
m
u
h
h官
官
若
手
hFA可
u
H
6
8
u
〈。]・

H
F
司
・
沼
田

w
凸
B
E
R
弘
司
。
E
E
N
P
F
司

NCO

歓
上
の
考
察
か

b
大
き
な
疑
問
符
色
付
け
b
れ
た
事
貨
が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
減
債
償
却
の
強
生
ず
る
基
『
不
快
件
を
モ
た
え
た
産
業

資
本
主
義
圏
1
1
1

回出
r
F
の
O
E
g
u
Z
L
C

。E
H
K
F
H
E
S
E
2
(
H
g
g
に
よ
れ
ば
北
部
ア
メ
リ
カ
の
固
定
資
本
額
は
九
億
五
千
高
F

(6) (7) 
ぺ
南
『
部
の
モ
れ
は
一
億
F
ル
で
あ
っ
た
ー
ー
で
は
、
ま
だ
税
法
酉
に
は
修
繕
費
控
除
と
い
う
反
映
し
か
み

b
れ
な
い
白
に
、
プ
ラ
ン

テ
ィ
シ
ョ

γ
経
済
に
基
礎
を
沿
く
農
業
園
の
南
部
連
邦
に
、
す
で
に
減
債
償
却
が
所
得
税
目
的
の
た
め
に
採
用
さ
れ
た
と
い
う
逆
説
め

い
た
己
と
で
あ
る
。
産
業
資
本
主
義
関
心
税
務
合
計
陀
お
い
て
、
固
定
資
木
白
認
識
が
ま
だ
減
債
償
却
以
前
に
止
ヲ
亡
い
た
の
に
封

し
、
農
業
園
に
最
初
に
減
債
償
却
が
芽
ば
え
た
理
由
は
奈
遜
に
あ
る
む
だ
ろ
う
か
。
機
械
的
な
反
映
諭
て
は
こ
の
逆
説
は
と
け
な
い

し
、
主
た
固
定
資
本
の
多
い
舶
舶
に
の
み
減
債
償
却
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
の
曾
計
史
的
常
識
か
ら
す
れ
ば
た
に
か
手
が

か
り
が
つ
か
め
そ
う
だ
が
、
グ
ァ
I
ク
ハ
ム
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
減
債
償
却
の
適
用
さ
れ
る
資
産
グ
ヲ
ス
は
か
な
り
の
説
明
を
示
唆

し
え
て
も
、
一
県
の
理
由
に
闘
す
る
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
白
で
あ
る
。

決
定
的
な
理
由
は
、
減
債
償
却
主
新
た
に
採
用
す
る
こ
と
に
よ
一
ツ
て
船
舶
へ
の
投
資
を
蹟
大
せ
ん
と
す
る
政
策
に
あ
り
、
副
次
的
理

由
と
し

τ、
南
部
蓮
邦
の
所
得
税
制
が
き
わ
め
て
念
準
的
て
あ
り
、
高
度
の
然
進
税
を
訴
し
た
こ
と
が
か
ぞ
え
ら
れ
る
。

植
民
地
時
代
の
奴
隷
貿
易
以
来
綿
花

ω職
法
販
一
賀
、
金
融
及
び
プ
ラ
ン
グ
ー
の
必
需
品
の
購
入
等
を
コ
ュ

1
イ
ン
グ
ラ

Y
F
の
海
運

業
者
に
た
主
っ
て
い
た
南
部
経
済
は
、
南
北
敵
手

ω開
始
と
共
に
一
八
六
一
年
秋
よ
り
強
化
さ
れ
た
北
部
潟
軍
に
よ
る
甫
部
海
岸
封
鎖



お
よ
び
南
北
戦
争
に
封
す
る
孟
ュ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
金
融
的
商
業
資
本
の
不
明
確
た
立
場
等
に
原
因
さ
れ
て
、
棉
花
市
場
日
狭
山
グ
化

に
追
込
ま
れ
、
商
船
隊
生
金
泊
す
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
。
己
己
に
沿
い
て
船
舶
の
減
債
償
却
を
特
典
と
し

τ認
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
海
運
政
策
を
賢
現
せ
ん
と
す
る
所
得
税
法
が
あ
b
わ
れ
た
と
グ
ァ

1
ク
ハ
ム
は
解
樺
し
て
い
ゐ
。
と
の
解
轄
に
同
意
を
し
な
が

b
、
私
は
若
干
の
柿
足
が
必
要
て
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。
モ
の
理
由
は
舶
舶
の
減
債
償
却
費
は
貸
借
料
と
二
者
選
一
的
友
関
係
に
沿

か
れ
て
い
た
か
ら
、
他
人
所
有
の
附
舶
を
貸
借
使
用
ヂ
る
場
合
に
は
、
減
債
償
却
費
は
認
め
ら
れ
な
く
て
も
貸
借
料
は
認
め
ら
れ
た
か

b
で
あ
る
。
だ
か

b
貸
借
料
控
除
と
の
公
平
を
園
る
た
め
に
減
債
償
却
控
除
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
解
慢
も
成
立
つ
わ
け
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
解
穣
ナ
る
こ
と
に
は
ま
た
減
債
償
却
が
利
子
計
算
、
賃
借
料
と
密
接
左
関
係
の
も
と
に
愛
生
し
た
と
h
v
h

勺
ノ
曾
計
史
的
模
様
も

あ
る
の
で
あ
る
が
、

ユ

品

l
イ
ン
グ
ラ
ン

F
D
海
運
業
者
と
チ
ャ

l
グ
!
契
約
す
る
こ
と
が
官
時
困
難
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
中
は
り

F
ァ

1
ク
ハ
ム
の
解
揮
に
し
た
が
う
の
が
無
難
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
営
陣
の
産
業
資
本
主
義
図
が
一
般
に
ま
だ
所
得
税
に
重
黙
を
お
か
ず
、
関
税
、
消
費
税
を
主
要
な
税
源
と
し
て
の
ほ
較
べ

τ、
南
部
蓮
邦
の
所
得
税
が
最
初
か
ら
千

F
ル
以
上
一
高
ド
ル
ま
で
に
二

l
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
累
進
制
を
と
り
入
れ
て
い
た
こ
凸
が

減
債
償
却
を
損
金
と
し
て
認
識
さ
せ
る
要
因
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
南
部
連
邦
に
お
け
る
舶
舶
の
減
倶
償
却
は
特
典
的
た
政
策
酌
な
も
の
で
あ
り
、
減
債
償
却
一
般
に
解
消
さ
れ
亡
h

w
も
白
て
は
左
い
山
て
あ
る
。
そ
れ
は
ア
メ
日
カ
喰
島
け
る

1
l或
い
は
世
界
に
お
け
る

l
l特
別
償
却
政
策
思
想
の
源
流
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
に
hs
け
る
特
別
償
却
の
前
芽
形
態
と
位
置
ず
け
う
る
も
白
た
り
で
あ
る
。

(3) (1) 

同開同]柿官

E
W
N
P
F
司
出
品
叩
E

間

目

立
b
p
F
号
、
・
℃
日
目
∞

加
藤
培
、
各
国
租
柑
制
度
概
説
、
昭
二
回
、
一
七
一

l
i
一
七
四
頁
、
菊
地
謙
一
、
ア
メ
リ
カ
黒
人
奴
隷
制
度
主
甫
北
戦
争
、
昭
二
九
、
三
八
六

アメ
B
カ
特
別
償
却
史
研
究

第
七
十
六
巻

= 

七

第
五
時
国

四



ア
メ
リ
カ
特
別
償
却
史
研
究

第
七
十
士
巻

i¥ 

第
五
強

四
回

=一九
λ
頁
参
照
。

第
一
次
大
戦
と
特
別
償
却

第
一
衣
大
識
の
時
に
採
用
さ
れ
た
特
別
償
却
は
、

「
戟
争
目
的
臼
た
め
に
高
い
債
格
て
建
設
さ
れ
た
設
備
は
、
嘗
然
の
結
呆
と
し
て

そ
れ
を
使
用
す
る
根
擦
が
た
く
た
ワ
た
ら
、
す
た
わ
ち
戦
争
経
済
が
治
誠
し
た
左
b
ば
、
無
償
値
と
な
り
、
ス

F
一
ア
ッ
プ
佑
し
て
し
ま

う
」
か

b
、
終
戦
後
に
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
白
致
時
設
備
に
警
生
し
た
財
産
的
損
失
を
損
金
に
算
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
亡
、
間
接
に
財

産
的
損
失
を
戟
時
企
業

ι補
償
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
日
的
を
も
っ
た
特
別
償
却
は
、
謝
潤
戟
品
ず
の
遂
行
に
奉
仕

す
る
製
品
の
製
造
の
た
め
に
一
九
一
七
年
四
月
六
日
(
封
濁
参
戦
日
)
以
後
に
建
設
又
は
取
得
し
た
建
物
、
機
械
、
設
備
1

|
己
れ
ら

の
製
品
十
人
員
を
轍
迭
す
る
た
め
白
舶
舶
を
も
ふ
く
む
ー
ー
を
封
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
割
猫
参
戦
日
以
前
に
ヨ

l

ロ
ッ
バ
連
合
園
へ
の
軍
需
品
補
給
白
た
め
に
建
設
又
は
取
得
し
た
設
備
は
、
後
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
閣
の
動
員
計
重
む
た
め
に
稼
働
さ
れ

よ
う
と
も
、
結
別
償
却
の
封
象
と
は
た
b
な
か
っ
た
。
し
か
し
て
現
貨
に
特
別
償
却
の
恩
典
を
う
け
る
た
め
に
は
戦
時
工
業
局
(
当
局

同
旦
自
主
M富
田

E
E〉
に
よ
っ
て
重
要
説
明
書
〔

P
M
Gド

q
η
2
E
W
E
B
)
白
交
付
を
う
け
る
己
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

私
は
さ
き
に
特
別
償
却
の
目
的

1
特
別
償
却
政
策
怯
各
展
開
段
階
に
沿
い
亡
相
具
つ
亡
い
る
か

b
、
モ
れ
に
し
た
が
っ
て
特
別
償
却

D
曾
計
手
続
、
モ
の
一
舎
計
理
論
的
性
格
も
愛
化
し
て
き
で
い
る
こ
と
を
研
究
上
の
性
意
射
の
一
っ
と
し
て
あ
げ
て
お
い
た
が
、
さ

b
に
こ

己
て
は
特
別
償
却
の
釘
象
も
ま
た
特
別
償
却
白
目
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
た
い
と
思
う
。
第
一
次
小
人
戦
時
に
は
特
別
償

却
は
、
戦
時
設
備
に
つ
W
て
職
後
に
愛
生
す
る
財
産
的
損
失
を
間
接
に
損
金
L
f

し
て
補
償
す
る
も
白
で
あ
っ
た
た
め
、
封
衛
参
戦
日
以
後

に
建
設
又
は
取
得
し
た
該
備
の
み
が
特
別
償
却
の
釘
象
と
な
っ
た
、
換
言
す
れ
ば
設
備
を
取
得
し
た
事
賓
が
護
生
し
て
り
ち
に
特
別
償



却
が
問
題
に
な
っ
た
の
は
営
然
で
あ
っ
た
。
こ
む
よ
う
な
特
別
償
却
の
取
扱
に
封
し
、
第
二
次
大
殿
以
後
の
五
カ
年
償
却
は
、
戦
時
設

備
惜
明
書
計
聾
の
一
環
と
し
て
の
特
別
償
却
計
章
宏
目
。

E
N
E
Eロ
唱
。

mEE)
な
の
で
あ
る
か

b
、
設
備
主
取
縛
し
て
か

b
特
別
償
却

を
問
照
に
し
て
は
す
ぞ
に
お
モ
く
、
設
備
取
得
以
前
に
特
別
償
却
の
封
ゑ
と
な
る
保
詮
を
あ
た
え
て
戟
侍
設
備
を
横
充
す
る
役
割
を
あ

た
え

b
れ
て
い
売
。
即
ち
緊
念
設
備
(
相
自
由

m
s
a
p
E
-
E
g
)
を
取
得
す
る
以
前
に
鞍
時
生
産
局
(
宅
再
司
自
白
臣
官
。
ロ
出
。
白
血
W

P
A
)
1
l朝
鮮
戦
争
に
な
る
と
図
防
生
産
管
理
局

9
0
P
5
2
宮
E
E
E
E
m
E
R
B
D
P
A
)
l
iに
よ
っ
て
、
緊
念
樹

間
(
出
自
再
開

OHM-
唱。
E
。
白
)
の
園
防
の
た
め
に
必
要
ど
あ
る
と
設
問
さ
れ
る
己
と
に
よ
り
、
営
該
設
備
は
取
得
さ
れ
た
な
ら
ば
特
別

償
却
の
封
象
に
在
る
と
と
に
な
づ
た
の
て
あ
る
。
こ
こ
で
特
別
償
却
の
目
的
が
特
別
償
却
の
動
集
を
規
定
す
る
と
h
う
黙
に
問
題
主
し

ぽ
る
か
ぎ
日
、
京
カ
年
償
却
白
封
象
正
在
切
の
緊
念
設
備
の
取
得
基
準
日
が
事
一
段
目
と
い
う
問
問
定
を
う
け
ず
、
法
律
の
制
定
日
以
前
ま
で

即
ち
連
合
図
援
助
の
時
期
ま
で
摸
張
き
れ
で
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
重
要
て
は
た
い
。
を

f
た
ら
ぽ
法
律
の
制
定
日
以
前
即
ち
特
別
計
重

の
樹
立
し
た
日
以
前
に
ま
で
遡
及
し
て
特
別
償
却
の
封
品
却
を
求
め
た
こ
と
は
、
敵
時
設
備
を
横
充
す
る
目
的
に
は
あ
ま
り
奉
仕
し
な
か

っ
た
か

b
て
あ
る
。
た
だ
開
係
官
躍
、
議
合
ゼ
特
別
償
却
計
重
が
審
議
さ
れ
て
い
る
間
に
こ
の
肢
報
h
f

キ
ャ
ッ
チ
し
た
企
業
1

|
主
と

し
℃
調
占
企
業
と
恩
わ
れ
る
が
ー
ー
ー
は
、
い
ち
は
h
T
く
計
書
に
組
入
れ
ら
れ
る
と
と
を
目
標
に
設
備
横
張
に
力
売
入
れ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
し
、
ま
た
法
律
の
制
定
日
の
以
前
白
時
期
に
経
済
の
軍
事
佑
陀
並
行
し
で
設
備
を
横
張
し
て
き
た
企
業
ー
ー
や
は
り
一
滴
占
企
業
と
恩

わ
れ
る
が

i
ー
が
、
棚
ぼ
た
利
盆
を
手
に
入
れ
た
こ
と
は
苔
め
な
い
が
。

さ
て
五
ヶ
年
償
却
を
ひ
き
あ
い
に
だ
し
て
の
特
別
償
却
の
謝
象
に
つ
い
て
の
考
察
は
と
の
へ
ん
で
平
め
て
、
詳
細
を
晴
樹
稿
に
ゆ
ず

っ
て
、
特
別
償
却
の
合
計
手
時
悼
の
説
明
に
入
る
わ
け
ぞ
あ
る
が
、
第
一
次
大
戦
時
の
特
別
償
却
の
脅
計
手
績
を
訣
明
す
る
場
合
に
一
つ

の
困
難
が
あ
る
の
ゼ
、
或
る
約
束
を
前
提
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
わ
け
は
一
九
一
八
年
所
得
・
戦
時
利
得
・
超
過
利
得
税
法
第

ア
メ
リ
J

カ
特
別
償
却
旦
研
究

第
七
十
六
巻

= 
九

串
五
時
四

四
ヨ王



ア
メ

p
カ
特
別
償
却
且
研
究

第
七
十
六
巻

O 

第
豆
挺

四
六

二
一
四
傑

a
項
例
個
人
、
第
二
三
四
候

a
項
納
|
曾
祉

r特
別
償
却
が
規
定
さ
れ
、
若
干
の
改

E
を
う
け
て
、

入
法
呈
官
該
傑
項
に
受
機
が
れ
る
ま
て
、
特
別
償
却
白
具
鰭
的
な
曾
計
手
績
を
さ
め
た
施
行
規
則
は
三
回
も
か
わ
っ
た

l
l
一
九
一
八

年
法
が
通
過
し
て
ま
も
た
く
出
先
最
一
初
の
抽
出
備
的
友
施
行
規
則
、
一
九
一
九
年
四
月
一
七
日
の
施
行
規
則
、
一
九
-
一
一
年
一
一
八
日
の

T
、
D
、
}
ニ
一
一
一
=
一
按
|
|
た
め
に
、
特
別
償
却
の
税
務
取
扱
上
多
く
の
混
観
を
も
た
ら
し
た
事
質
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
施
行
規
定
の
改
正
に
あ
ま
り
わ
れ
わ
れ
研
安
上
心
開
題
が
な
け
れ
ば
、
税
務
質
践
上
の
よ
う
在
い
た
ず
ら
た
混
国
慨
を
さ
け
て
る
た
め

に
は
最
終
的
な
一
九
一
一
一
年
法
に
基
づ
く
第
四
回
閏
白
施
行
規
則
に
依
る
の
が
最
良
の
遁
で
あ
ろ
う
。
と
の
よ
う
な
約
束
て
は
あ
る

一
九
一
二
年
歳

が
、
勿
論
わ
れ
わ
れ
の
研
究
繭
鮪
か
ら
し
て
見
逃
せ
た
い
改
正
部
分
は
問
題
に
す
る
と
と
と
し
た
い
。

戟
時
工
業
局
に
よ
っ
て
「
謝
濁
戦
争
の
遂
行
に
貢
献
す
る
」
と
と
が
詮
明
さ
れ
た
設
備
の
特
別
償
却
に
関
す
る
合
計
手
績
は
、
ま
ず

そ
れ
b
の
設
備
の
財
産
的
損
失
額
て
あ
る
特
別
償
却
綿
額
の
一
算
定
、
決
に
算
定
さ
れ
た
総
額
を
期
間
阻
分
す
る
と
と
に
よ
っ
て
完
成
す

る
。
特
別
償
却
綿
額
を
算
定
す
る
第
一
の
裳
準
と
な
る
償
額
に
は
設
備
の
取
得
原
債
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
ず
、
調
整
さ
れ
た
原
債
に

つ
い
て
特
別
償
却
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
己
て
調
整
さ
わ
る
必
要
は
、
主
づ
軍
需
品
の
原
債
決
定
に
沿
い
て
原
債
と
し
て
補
償

さ
れ
た
戦
時
設
備
原
債
の
一
部
は
、
損
金
と
し
て
再
び
補
償
を
す
る
と
と
は
出
凍
な
い
よ
い
う
一
章
一
補
償
否
定
の
立
場
か
ら
出
て
き
て

h
る
。
即
ち
一
九
一
七
年
上
り
軍
需
品
の
原
債
計
算
方
式
と
し
て
探
用
さ
れ
た
原
債
加
算
契
約
(
の
S
F
1
5
の
。
己
目
♀
)
に
ム
沿
い
て
、

p
p『

U
U

ヲ
E
E
2
弐
t
r

E
常
な
職
後
保
件
下
に
沿
い
て
は
公
王
た
利
円
止
を
う
る
己
と
の
同
来
た
い
戦
時
原
債
の
一
部
分
1
i例
え
ぽ
契
約
逢
行
の
介
め
一

O
高

ド
ル
て
購
入
し
た
設
備
が
、
契
約
終
結
時
に
そ
の
市
僚
が
宜
高
ド
ル
陀
下
落
し
た
た
め
に
時
出
生
す
る
京
高

r
ル
の
損
失
額

l
lが
、
原

債
と
し
て
特
別
償
却

(
P
E
2
E
B何
回
。
る
そ
り
他

ω
方
法
て
、
軍
需
契
約
者
に
補
償
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
原
債
怯
L

仁
損
金
性
骨
フ
ル

広
認
め
る
と
と
な
く
、
損
金
白
範
園
を
せ
ば
め
て
、
三
重
補
償
に
た
ら
な
い
よ
う
に
税
務
曾
計
ぞ
は
投
資
原
債
の
引
下
げ
(
塵
縮
記
帳
〕



を
h
d

と
な
っ
た
も
心
と
し
て
取
扱
い
、
特
別
償
却
は
と
の
上
う
に
引
下
げ
b
れ
担
原
慣
命
。
全
日
且

gm。
を
基
準
と
し
て
計
算
さ
れ

た
。
次
に
あ
く
ま
で
計
算
手
蹟
上
の
問
題
と
し
て
、
特
別
償
却
期
間
(
ド
自
由
C
Eロ
。
ロ
宮
口

0
5
は、

ー
ー
は
じ
め
一
九
一
八
年
、
特
別
な
場
合
に
は
一
九
一
九
年
を
も
合
め
て
の
こ
年
閉
止
さ
れ
℃
い
た
が
、

T
、
D
、
一
三
一
一
一
一
一
慌
に
よ

っ

τ
一
九
三

O
年
以
後
の
年
度
主
て
損
張
さ
れ
た
ー
ー
で
あ
っ
た
か
ら
、
設
備
白
取
得
原
信
か

b
、
取
得
日
以
後
ア
九
一
八
年
一
月
一

日
ま
で
の
減
債
償
却
額
が
差
引
か
れ
て
、
特
別
償
却
計
算
の
第
一
の
基
準
と
な
っ
た
。

一
九
一
八
年
以
後
の
課
税
年
度

)
 

l
 

(
 
C
F
Z問。
3
4・同
'
F
h
x
s言
『
号
、
、
号
、
号
、
(
N
U
N
S
-
司
a
q
l妻
、
∞
C
H
i∞
C
P
E
T
s
u・
F
F
F
の
国

E
b
A
H員
s
h

M
1
3
5
M
P
3
ロ∞
l
品
凶
町
、
出
。
E03u
口・戸・

hGh句
号

a
b
h
b苦
言
、
p
b
m号
、
ミ
き
bFE
弐

b
R号
、
・
旨

kp正己
o
a
U
1
p
国
与
え

h刊誌
-m言
内
同
コ
号
、

E
'
S
同
区
同
丘
町
-H回
目
、
司
-HU出

HU叫・

P

E言
同
胃

b
も
号
室
、
え
る
P
S
F
ロ
国
民
降
、
山
E
自己

O同〉
2
・出
v
r

HωMY
℃勺回
HHllNEU
出。同再開
Q
E
3・
何
回
4
H
R言
内
刊
号
、
、
も
百
九
号
、
(
同

uhN)
百
E
N
S曲目

E
5
9
出
〉
4NU町、
2
5
8
2
L
U凶凶・

句

旬

以

hp
凶
話
、
声
。
旦
向
。
自
民
下
回
司
、

tfENRHVb句
、
、
号
昔
話

(LEN恥
)
』
署
・
口
盟
国
。
∞
、

HEc--m∞日
L
O
C中
lH⑦
E
・
同
。
FFP
肘
-

HI
与
吉
E
h品
、
2
5
3
P
E
Q
V止、
E
h
h込
EhhvES蒔

U1号
-HU回
目
・
害
-H閉山
J
山印ご岡山戸時
5
5
f
N
N拍
子
宅
・
忠
明
ト
l
山富

Q
E
n
V
Q
U
Q
P
』

F

E品
目
。
VEnt-
』
問

C
u
h
v旬
、
与
吉
SEh--HCい
む
・
母
由
4
E
U・

(2) 

ω職
時
設
備
と
し
て
戦
争
期
間
中
使
用
さ
れ
た
が
、

(R冒
と

EHG
唱
RO)
又
は
見
積
公
正
市
場
債
格
(
田
宮
自
己
己
町
民
同

E
h百円

gzo)ロ

紋
上
の
よ
う
に
し
て
調
整
さ
れ
た
第
一
の
基
準
償
額
と
以
下
忙
し
め
す
第
二
白
基
準
償
額
と
の
一
差
額
が
特
別
償
却
組
額
と
た
る
。

一
九
三
四
年
一
二
月
三
一
日
以
前
に
賓
却
又
は
廃
棄
さ
れ
た
設
備
は
費
却
債
格

ω職
手
期
間
中
心
使
用
に
ひ
き
つ
づ
い
て
、
職
後
生
産
に
趨
績
的
に
使
用
さ
れ
て
加
司
令
設
備
は
、
醐
唖
綾
企
業
に
お
け
る
見
積
使
用
債

値

(
2
5
E宮
島

E
]
5
5
古
片
岡
国
切
。

P
ο
E
L
F品

2
0
E
1
4
E
O己
富
山
2
3
m
r
E
5
2
m
)
。

と
の
よ
う
に
特
別
償
却
白
第
二
基
準
償
額
は
戦
後
に
評
債
さ
れ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

ωの
一
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
設
備
の
よ

ア
メ

9
カ
特
別
償
却
且
研
究

第
七
十
六
巻

= -
第
五
世

四
七



， 

ア
メ
リ
J

カ
特
別
償
却
且
肝
究

第
七
十
六
巻

一
一

第
五
盟

四
戸、

う
に
、
戦
後
に
賀
却
叉
は
麿
棄
宵
れ
る
も
の
は
賓
却
債
格
又
は
見
積
公
正
市
場
債
格
に
工
る
た
め
、
若
干
主
観
的
要
因
は
入
る
と
し
℃

も
、
客
観
的
な
評
慣
が
可
能
で
あ
っ
た
。
勿
論
こ
の
場
合
と
い
え
ど
も
問
題
が
左
か
っ
た
わ
け
て
は
な
く
、
責
却
議
定
設
備
が
費
却
さ

射
る
ま
ゼ
の
投
下
費
本
利
子
は
損
失
の
一
部
を
構
成
す
る
と
か
、
後
述
す
る
よ
う
に
む
き
つ
づ
い
て
鞍
後
生
産
陀
使
用
し
う
る
設
備

を
、
特
別
償
却
綿
額
を
棋
大
す
る
た
め
に
廓
棄
し
て
し
ま
い
、
見
積
公
正
市
場
債
格
ゼ
低
許
債
す
る
事
例
が
登
生
し
た
。

し
か

L
最
大
の
問
題
は
、
川
酬
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
職
後
生
産
に
機
積
耐
に
使
用
さ
れ
る
設
備
白
評
僚
が
、
戦
後
白
競
走

巾
傑
件
下
に
治
け
る
織
積
企
業
伺
値
即
ち
使
用
儒
値

1
l費
却
慣
格
よ
り
も
大
き
く
、
ま
た
再
調
達
債
格
マ
イ
ナ
ス
時
債
減
債
よ
り
も

小
さ
い
1

1
を
基
準
と
し
た
と
と
ろ
に
あ
る
の
ぞ
あ
る
。
つ
ま
り
あ
い
ま
い
友
裳
準
に
よ
る
と
こ
ろ
の
評
債
を
一
屠
困
難
に
し
た
原
因

は
、
評
債
如
何
が
特
別
償
却
綿
額
の
大
き
宮
を
自
動
的
に
規
定
し
、
ま
た
特
別
償
却
期
間
格
了
後
陀
始
ま
る
減
債
償
却
|
|
一
九
一
一
一

年
法
以
前
の
施
行
規
則
が
不
明
確
な
た
め
特
別
償
却
後
の
未
償
却
残
高
に
つ
い
て
は
以
後
減
債
償
却
の
請
求
が
出
来
な
い
よ
う
な
誤
解

山
内
生
じ
た
が
、

一
九
一
一
一
年
法
に
よ
石
施
行
規
則
は
こ
の
僚
項
を
修
宜
し
た
ー
ー
の
基
準
債
格
を
左
右
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で

志
る
。
闘
も
損
金
の
年
度
所
属
に
大
き
た
影
響
か
も
つ
使
用
慣
値
の
許
債
を
め
ぐ
づ
て
白
命
誌
と
税
務
営
局
の
利
害
の
酎
立
が
ま
す
ま

一
九
一
六
年
六
月
一

=o日
を
基
準
と
す
る
設
備
種
類
別
の
物
債
務
勤
比
率
等
を
作
成
し

職
後
再
調
蓮
債
格
を
求
め
る
内
閣
歳
入
局
の
努
力
も
、
そ
の
混
慨
を
中
々
整
理
出
来
た
か
っ
た
。

す
許
債
過
程
を
混
鼠
す
る
こ
と
を
倍
佑
し
売
。

ボ
ー
ド
ナ
ー
は
こ
白
聞
の
事
情
を
次
り
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

‘
 

.• 

、.‘.

「
特
別
償
却
白
決
定
は
・
職
後
遡
及
的
に
お
こ
た
わ
れ
た
。
か
か
る
特
別
償
却
は
異
質
の
減
債

場
A 
口

に

同(
特 z
f;ljι 
償喜
訓叫

;53 
除 号
の回
見 )

定と・
は問・
た額、

の
も
白
て
あ
る
，
へ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
た
が
ら
、
設
備
が
使
用
さ
れ
つ
づ
け
ら
れ
た

ほ
財
務
営
局
の
一
方
的
判
断
の
問
題
て
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
決
定
の
遡
及
的
性
質
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
職
後
長
年
の
聞
こ
の
問
題
に



闘
す
る
論
宰
が
糠
き
、
さ
ら
に
ま
だ
生
産
可
能
な
設
備
が
特
別
償
却
を
詮
明
す
る
た
め
に
破
壊
さ
れ
た
よ

と
白
上
ろ
に
困
難
な
問
題
の
回
避
の
た
め
に
、
戦
時
設
備
が
ま
だ
使
用
し
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
寅
却
叉
は
慶
棄
し
、
し
か
も
買

却
債
格
に
よ
る
低
評
債
を
逼
じ
て
特
別
償
却
納
額
を
棋
大
し
よ
う
と
し
た
事
例
は
多
〈
、
デ
z

・
ポ
ン
祉
の
ご
と
き
は
そ
の
典
型
で
あ

っ
た
。
評
債
を
引
下
げ
て
特
別
償
却
納
額
を
摸
大
せ
ん
と
ナ
る
企
業
の
許
債
政
策
は
、
生
産
カ
の
破
壊
を
前
提
と
し
て
可
能
で
あ
っ
た

の
で
あ
っ
た
。
剖
ち
特
別
償
却
の
利
盆
を
自
己
の
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
資
本
は
生
産
力
の
破
壊
を
い
と
わ
・
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

同
様
な
経
験
を
わ
れ
わ
れ
は
我
園
の
戦
後
に
ゐ
け
る
企
業
再
建
整
備
白
過
程
て
し
て
き
で
い
る
。
即
ち
使
用
穂
積
司
能
社
資
産
を
新
勘

定
か
ら
奮
勘
定
へ
移
し
、
庭
分
資
産
と
す
る
に
と
に
よ
り
、
評
債
を
高
く
じ
評
債
盆
の
計
上
を
遁
じ
て
、
擬
制
資
本
特
に
金
融
資
本
所

有
の
奮
債
権
白
切
捨
て
を
回
避
し
、
モ
の
温
存
主
は
か
っ
た
事
責
を
わ
れ
わ
れ
は
み
て
き
て
い
る
。
第
一
女
大
職
時
の
特
別
償
却
を
め

ぐ
る
評
債
政
策
て
は
評
債
を
出
来
る
だ
け
犀
縮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
園
の
企
業
再
建
整
理
過
程
に
治
け
る
金
融
積
占
資
本
の
評
債
政

策
は
、
評
債
盆
を
讃
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
力
の
破
壊
を
沿
し
す
す
め
た
白
ぜ
あ
る
。

最
近
の
「
ハ
ー
バ
ー
ド
経
管
評
論
』
誌
上
て
、
シ
ュ

ν
イ
フ
ァ

l
、
パ

F
1
1
、

ハ
ン
卜
は
、
不
公
平
な
五
ヶ
年
償
却
に
代
る
も
の

と
し
て
、
損
失
補
償
制
令
〕
苫
古
田
広
岡

E
E己
o
g
h肉
t
E
ニ24)
を
提
案
し
、

て
し
ま
う
ま
て
待
っ
て
、
補
償
額
を
決
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
五
』
少
年
償
却
に
吉
つ
わ
る
困
難
は
消
失
す
る
で
あ
ろ
う
」
と

「
も
し
も
披
張
か
ら
生
じ
た
損
失
額
が
賓
際
に
起
つ

戦
後
に
残
存
し
た
帳
簿
慣
値
と
そ
の
時
に
治
け
る
設
備
む
「
貫
質
債
値
」
と
り
差
額
を
貿
損
失
と
し
て
こ
れ
を
直
接
企
業
に
補
償
す
る

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
が
、
散
後
寸
賢
質
償
惟
」

ω
評
債
の
困
難
古
か

b
、

「
し
か
し
事
質
問
題
と
し
工
、
設
備
白
戦
後
償
値
士
見
積

る
こ
と
は
却
づ
て
一
つ

ω困
難
に
代
え
る
に
一
ヲ
心
困
難
を
以
て
す
る
に
等
し
い
」
と
辿
ベ

τ
い
る
。
こ
の
よ
う
に
第
一
女
大
戦
時
の

特
別
償
却
と
か
な
り
類
似
し
て
h
る
損
失
補
償
制
U
貰
胞
困
難
な
乙
と
は
す
で
に
歴
史
的
に
論
詮
ず
み
な
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
J

カ
特
別
償
却
史
評
究

第
七
十
六
巻

一
需
主
漉

四
ブL



ア
メ
リ
カ
特
別
償
却
旦
研
究

第
七
十
六
巻

四

第
五
競

三五

O 

ま
た
こ
の
戦
後
債
値
む
不
公
平
な
評
債
は
、
続
稿
ゼ
味
上
げ
る
朝
鮮
戦
争
時
に
一
般
佑
し
た
部
分
特
別
償
却

Q
2
2ロ言問。

P
E
2
E

E
Eと
が
、
戦
後
の
経
済
的
使
用
性
を
考
慮
し
て
、
設
備
原
債
の
一
部
分
(
昨
$
2
0
3
C町

2
8
の
み
を
特
別
償
却
?
る
こ
と
を
立

て
ま
え
と
し
た
が
、
戦
後
の
経
済
的
使
用
性
心
高
い
も
む
に
高
hv
パ
セ
ン
テ
イ
ジ
を
認
め
た
と
と
に
も
、
一
一
服
遁
じ
て
い
る
。

さ
て
乙
白
よ
う
な
過
程
を
経
て
算
定
さ
れ
た
特
別
償
却
締
額
は
、
一
九
一
八
年
-
月
-
日
以
降
戦
時
設
備
と
し
亡
の
操
業
の
終
っ
た

課
税
年
度
の
総
利
益
と
純
盆
を
考
慮
し
て
、
配
分
さ
れ

1
l
一
課
税
年
度
に
配
分
さ
る
べ
く
特
別
償
却
額
に
つ
い
て
は
制
限
が
友
か
っ

た

1
1、
し
か
し
て
特
別
償
却
額
が
配
分
さ
れ
た
課
税
年
度
の
所
得
が
再
計
算
さ
れ
て
、
再
計
算
前
白
所
得
と
の
差
額
に
税
率
を
乗
じ

た
金
額
が
掛
戻
し
さ
れ
た
。

さ
き
に
あ
げ
た
ポ

l
ド
ナ
ー
の
説
明
、
ま
た
「
特
別
償
却
搭
除
に
は
特
別
償
却
期
間
v
h
b
け
る
:
.

(
第
一
八
三
杭
U

と
い
う
施
行
規
則
に
よ
れ
ば
、
第
一
次
大
敵
時
の
特
別
償
却
は
、
散
時
設
備
の
滅
領
特
に
職
後

ι蛮
生
し
た
陳
腐
化

減
償

1
l現
貨
に
殻
生
し
た
減
債

1
ー
を
計
算
書
ふ
と
す
る
意
味
に
わ
い

τは
、
減
債
償
却
計
算
と
た
ん
ら
具
る
性
格
主
見
出
し
え
な

あ
ら
ゆ
る
減
債
を
含
め
る
」

い
が
、
職
時
中
の
物
理
的
減
僚
の
h

寸
た
ら
ず
、
主
と
し
て
戦
後
に
俊
生
し
た
と
こ
一
ウ
の
経
済
的
減
債
を
所
得
阜
商
い
職
時
期
間
に
配
分

し
、
損
金
の
年
度
断
層
を
蟹
更
す
る
、
特
異
的
な
曾
計
千
績
を
と
っ
た
と
己
ろ
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
特
別
償
却
は
特
別
な
減
債

及
び
陳
腐
仙

(
2
5
0長
E
4
ι
音
色
E
5
2
b
。
t
s
-
5
3
0
)
と
関
連
し

τい
る
乙
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
い
、
ま
た
と
れ

b
の
特
別
な
減
債
及
び
陳
閣
化
は
正
賞
な
舎
計
原
則
(
問
。
。
品
位
。

gdロ
ロ
岡
高
官

HP-12)
に
従
っ
て
叩
ヨ
ン
ず
ι

ン
シ
ョ
ナ
ル
た
滅
債

償
却
控
除
と
は
遣
っ
た
方
法
て
、
所
得
の
高
い
年
度
に
配
分
さ
れ
九
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
九

O
九
年
の
舎
世
消
費
税
法
以
来
陳
腐
化

控
除
は
物
理
的
減
債
に
糾
問
す
る
控
除
と
と
も
に
認
め
ら
れ
て
は
い
た
が
ョ
モ
の
具
閥
的
取
扱
は
陳
腐
化
し
た
設
備
を
賓
却
し
た
場
合
の

質
現
し
た
陳
腐
化

(
H
E
E
a
。
官
。

-
2
2ロ
S
)
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
た

1
l
一
九
一
八
年
施
行
規
則
一
一
一
一
一
一
一
蹴
1
1
l
の
て
、
特
別
償
却
は



と
の
制
約
者
解
放
し
、
し
か
も
全
と
し
て
職
後
に
警
生
し
た
財
産
的
損
失
円
減
債
)
を
鞍
宰
期
間
に
岡
市
市
る
だ
け
速
く
償
却
す
る
方
法

J

し
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
現
在
の
快
熊
は
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
で
あ
る
か
ら
現
在
の
依
件
に
矛
盾
せ
ぬ
最
大
程
度
に
所
得
税
控
除
と
し
て
認

め
ら
れ
う
る
か
否
か
は
考
慮
せ
ず
、
設
備
白
慣
値
を
償
却
す
'
U
こ
と
は
遮
営
て
あ
る
。
」
と
モ
ン
ト
ゴ
メ
H

が
い
っ
て
W
た
企
業
合
計

町
民
践
は
、
特
別
償
却
の
詮
明
さ
え
交
付
さ
れ
れ
ば
、
税
務
曾
計
に
合
法
的
に
吸
収
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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未
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企
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曾
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昭
三

O
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丸
一
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第
一
次
大
戦
時
の
特
別
償
却
は
、
職
後
償
慣
が
一
慮
把
握
し
う
る
時
期
に
な
っ
て
事
後
的
計
算
を
し
、
そ
の
算
定
を
出
来
る
だ
け
正

確
に
し
よ
う
と
す
る
意
園
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
の
意
聞
は
戦
後
償
値
の
評
債
の
壁
に
つ
き
あ
た
り
、
か
え
っ
て
不
公
平
な
結
果
を
も

た
ら
し
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
遁
り
で
あ
る
が
、
特
別
償
却
の
設
明
を
う
け
た
企
業
を
さ
ら
に
吟
味
し
て
見
る
と
警
く
べ
き
不
公

平
な
運
皆
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
約
一
一

O
億
F
ル
弱
が
、
第
一
次
大
戦
中
に
特
別
償
却
詮
明
を
う
け
た
設
備
償
額
綿
計
と
報
告
さ

ア
メ

D
カ
特
別
償
却
且
研
究

第
七
十
大
巻

五

第
五
競

主



ア
メ

9
方
特
別
構
却
虫
研
究

れ
て
い
る
が
J

と
の
産
業
別
、
資
本
階
居
別
分
布
は
き
わ
め
て
不
均
衡
な
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
砂
際
機
械
は
特
別
償
却
白
鈎
象
と

第
七
十
六
各

~ ノ、

第
五
蹴

ヨ王

一
方
鎖
道
は
「
戦
争
白
遂
行
広
貢
献
す
る
製
品
の
製
造
の
た
め
に
」
取
得
さ
れ
た
も

の
f
は
な
い
と
の
理
由
て
、
特
別
償
却
を
否
認
さ
れ
て
し
ま
っ
た

(r・。
-
E
E
)
0
石
茨
鍍
阪
の
特
別
償
却
が
問
題
に
な

b
な
か
っ
た

(

H

・
4
E
S
)
乙
と
は
、
鎖
山
菜
の
場
合
に
は
、
減
耗
控
除
の
恩
典
が
あ
ワ
た
か

b
、
一
一
際
官
然
と
し
て
も
、
官
時
白
報
告
を
讃
む

か
ぎ
り
特
別
償
却
が
産
業
益
般
、
企
業
全
般
の
問
題
て
な
か
ワ
己
と
は
否
定
出
来
な
い
。
ま
た
特
別
償
却
は
、
戦
時
高
率
操
業
に
主
る

物
質
的
減
債
よ
り
、
む
し
ろ
職
後
予
和
生
産
へ
の
牌
換
よ
り
生
じ
た
陳
腐
化
減
債
を
主
た
る
内
容
と
す
る
財
産
的
損
失
主
、
所
得
税
の

一
九
二
三
年
一
月
一
日
ま
ぜ
り
超
過
利
得
桁
1

に
配
分
し
た
の

認
め
ら
れ
た

(ο
ロ
・
自
由
)
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

高
い
磁
争
期
間

l
l特
ι
一
九
一
七
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
、

ぜ
あ
る
品

b
、
そ
の
合
法
非
合
法
の
遺
骨
に
よ
っ
て
潤
占
企
業
の
租
税
凶
濯

1
l
t質
際
に
は
濁
占
企
業
へ
の
租
程
心
掛
戻
し

11ω
手

段
に
利
用
さ
れ
た
の
は
官
然
の
結
果
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
高
度
の
累
進
課
税
に
よ
っ
て
、

t
A
大
な
戦
時
利
得
を
減
少
す
る
政
策

は
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
さ
れ
、
唯
、

一
般
大
衆
が
そ
の
穴
う
ず
め
に
大
衆
課
税
を
う
け
ね
ば
な
ら
友
か
ワ
た
の
で
あ
る
。
己
白
関
係
に
つ

い

τ
『
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
の
犯
罪
』
の
著
者
サ
ザ

1
ラ
Y
F
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
明
確
な
分
析
を
展
開
し
て
い
る
。

福
祉
が
脱
税
し
た
第
コ
一
の
方
法

l
l第
一
の
方
法
は
諸
経
費
を
水
到
し
す
る

7
方
、
第
二
の
方
法
に
曾
計
資
料
空
手
加
減
す
る

ヤ
u'
方
て
あ
る
1
ー
は
、
戦
時
支
出
償
還
を
利
用
す
る
ヤ
リ
方
て
あ
る
。
こ
の
償
謹
と
は
、
政
府
が
、
平
時
の
必
要
以
上
に
工
場
を
増

設
し
た
諮
曾
祉
に
謝
し
て
、
そ
の
租
税
の
一
部
を
掛
戻
し
て
、
補
償
を
し
た
と
い
、
つ
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
議
曾
が
認
め

た
制
度
で
あ
っ
て
、
モ
れ
白
川
間
と
し
て
は
遣
法
て
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
制
度
に
ま
つ
わ
る
多
数
の
詐
欺
的
請
求
が
報
官
古

れ
J

し
い
る
。
抽
加
額
に
し
て
約
豆
億
F
ル
が
諸
合
祉
に
机
戻
し
さ
れ
た
が
、
己
れ
は
大
て
い

7
y
F
リ
ュ

l
・
メ
ロ

γ
が
財
務
長
官
の
地

位
に
あ
づ
た
時
代
に
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
七
O
駐
中
一

O
祉
が
、
総
計
一
億
五
千
高
下
ル
を
請
求
し
た
。
或
る
委
員
曾
は
、
償
還



目
的
て
舎
祉
に
な
さ
れ
た
梯
戻
し
の
約
半
分
は
選
法
て
あ
る
官
報
告
し
た
。
議
曾
の
或
る
委
員
舎
は
、
五

O
O
高
F
ル
を
越
え
る
償
還

を
す
べ
亡
調
査
す
る
義
務
を
負
つ

τ
い
た
が
、
己
白
委
員
曾
D
共
和
議
問
委
員
は
、
会
員
起
立
投
票
で
委
員
舎
の
議
長
陀
投
票
委
任
献
を

具
え
て
、
財
務
長
官
の
裁
定
を
認
め
る
己
と
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
亡
職
手
に
よ
り
既
に
豆
大
な
利
潤
を
あ
げ
亡
い
た
多
数
の
舎
祉

が
、
納
め
た
税
金
の
相
首
都
分
を
取
り
戻
し
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
戦
一
川
ず
に
フ
い
て
自
分
の
割
り
前
だ
け
の
負
捲
を
し
な
か
フ
た
と
い

う
課
で
あ
る
」
と
の

こ
こ
て
七

O
世
と
い
う
の
は
、
パ
ー
ル
と
ミ
ン
ズ
が
一
九
二
九
年
に
作
成
し
、
ま
た
一
九
三
八
年
に
臨
時
金
閣
経
済
委
員
舎

(
T

N
E
C
)
が
作
成
し
た
最
大
非
金
融
曾
祉
一
一

O
O艇
の
り
ス
ト
に
入
る
潤
占
曾
紅
で
あ
る
か
ら
、
濁
占
禽
祉
の
特
別
償
却
に
つ
い
亡
の

租
税
梯
戻
し
請
求
が
そ
白
主
主
認
め
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
抑
戻
し
総
額
五
億
ド
ル
の
=
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
に
営
る
一
億
五
千
寓
F
ル
が
濁

占
企
業
の
手
に
入
っ
た
計
算
に
な
る
。

し
た
が
っ
℃
第
一
次
大
戦
時
の
特
別
償
却
は
、
戦
時
に
擦
充
し
た
設
備
の
高
原
債
を
楕
償
す
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
漏
占
企
業
へ

の
後
挽
い
の
設
備
横
張
椅
助
金
だ
っ
た
D
で
あ
る
。

(3) (2) (1) 

出。肉食
wF

則

p
k
・-司・
H

由同・

加
藤
清
、
前
掲
書
、
五
四
五
七
頁
。
野
津
高
衣
郎
、
来
園
柚
制
議
謹
史
、
昭
一
四
、
六
=
一
一
九
O
頁
参
照
。

E
F
E
E
P
出
固
有
芝
、
巴
雲
、

G
S町
、
区
富
・
平
野
・
井
田
課
一
七
五
買
。

後

言百
] 

本
稿
は
さ
る
八
月
の
曾
計
研
究
月
例
官
に
お
い
て
報
告
し
た
も
の
の
前
半
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
後
苧
は
餌
稿
と
し
て
護
表
し
た

va

ア
メ

p
ヵ
特
別
世
却
且
研
究

第
七
十
六
巻

七

第
五
鵠

王


